
積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第３節　橋梁定期点検業務委託積算基準（国・県）

内　　　　　　　　容 歩掛の見直し

改定前 改定後

（1）計画準備 

1）業務計画書及び実施計画書作成 

SWD2850（1業務当り） 

区分         職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

業務計画書及び 

実施計画書作成 

100 橋 

未満 
1.5 1.5  6.0 5.0 

100 橋 

以上 
1.5 2.0  7.5 7.0 

（注）資料収集を含む 

（2）現地踏査 

SWD2870（10 橋当り） 

区分         職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

現地踏査 

外業 1.5  1.5 2.0  

内業   2.0 1.5 1.5 

計 1.5  3.5 3.5 1.5 

（注）外業には橋梁間の移動時間も含む 

（3）関係機関との協議資料作成 

SWD2880（10 機関当り） 

区分         職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

関係機関との 

協議資料作成 

外業   3.0 3.0  

内業   4.0 2.5 1.5 

計   7.0 5.5 1.5 

（注）1．外業は，関係機関協議及び不足する資料収集を行うもので，内業は，収集した資料

等により，協議用資料及び説明用資料を作成するものである。 

2．外業には移動時間も含む。なお，移動に必要な経費（旅費交通費）は別途計上する

こと。 

（1）計画準備 

1）業務計画書及び実施計画書作成 

SWD2850（1業務当り） 

区分         職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

業務計画書及び 

実施計画書作成 

100 橋 

未満 
1.9 2.4 3.1 6.0 7.6 

100 橋 

以上 
1.5 2.0  7.5 7.0 

（注）資料収集を含む 

（2）現地踏査 

SWD2870（10 橋当り）

区分    職種 
直 接 人 件 費 

主任技術者 技師長 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

現地踏査 

外業 0.5  1.4 1.3 2.8 2.8 1.3 

内業     4.9 5.2 5.3 

計 0.5  1.4 1.3 7.7 8.0 6.6 

（注）外業には橋梁間の移動時間も含む 

（3）関係機関との協議資料作成 

SWD2880（10 機関当り）

区分      職種 
直 接 人 件 費 

主任技術者 技師長 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

関係機関との 

協議資料作成 

外業 0.1  0.4 0.3 1.0 0.7 0.3 

内業     0.9 0.9 0.9 

計 0.1  0.4 0.3 1.9 1.6 1.2 

（注）1．外業は，関係機関協議及び不足する資料収集を行うもので，内業は，収集した資料

等により，協議用資料及び説明用資料を作成するものである。 

2．外業には移動時間も含む。なお，移動に必要な経費（旅費交通費）は別途計上する

こと。 



改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第３節　橋梁定期点検業務委託積算基準（国・県）

内　　　　　　　　容 歩掛の見直し

（4）定期点検（点検及び診断） （4）定期点検（点検及び診断） 

（5）点検調書作成 

1）定期点検(橋長 L=15m 以上) 

SWB2895（1 日当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

定期点検の点検調書作成   0.7 1.3 1.6 

 

（6）報告書作成 

SWD2900（1日当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

報告書作成 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 

 

（5）点検調書作成 

1）定期点検(橋長 L=15m 以上) 

SWB2895（1 日当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

定期点検の点検調書作成   0.7 1.1 1.2 

 

（6）報告書作成 

SWD2900（1日当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

報告書作成 0.5 0.5 1.3 1.1 1.3 

 

2）特定の溝橋等以外 SWD2890（1日当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

定 期 点 検   1.3 1.5 1.0 

（注）1．上記歩掛は，仮設備を含まない上下部構造の点検及び診断の歩掛である。 

2．足元条件（点検手段）により補正を行う。足元条件の係数は下表「足元条件と係

数」によるものとし，1 橋梁で複数の足元条件となる場合は，支配的な足元条件

を適用する。（支配的な足元条件は，定期点検面積により判断する。） 

3．点検橋梁が複数ある場合は，橋梁ごとの点検日数を定めるものとする 

4．上記歩掛には，橋梁間の移動時間，台帳補完のための現地計測も含む。 

5．点検及び診断の記録（結果とりまとめ）は「（5）点検調書作成」で計上する。 

6．高所作業車（リフト車），橋梁点検車等を使用する場合は別途運転経費を計上

すること。 

7．仮設費（点検用足場）は別途計上すること。 

8．定期点検面積及び点検日数は小数第 1位（小数第 2位を四捨五入）とする。 

9．深夜に点検を行う場合は，深夜割り増しを行うこと。なお，深夜割り増しは，「調

査・設計業務委託積算基準及び歩掛表」による。 

2）特定の溝橋等以外 SWD2890（1日当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

定 期 点 検   1.4 1.3 1.2 

（注）1．上記歩掛は，仮設備を含まない上下部構造等の点検及び診断の歩掛である。 

2．足元条件（点検手段）により補正を行う。足元条件の係数は下表「足元条件と係

数」によるものとし，1 橋梁で複数の足元条件となる場合は，支配的な足元条件

を適用する。（支配的な足元条件は，定期点検面積により判断する。） 

3．点検橋梁が複数ある場合は，橋梁ごとの点検日数を定めるものとする 

4．上記歩掛には，橋梁間の移動時間，台帳補完のための現地計測も含む。 

5．点検及び診断の記録（結果とりまとめ）は「（5）点検調書作成」で計上する。 

6．高所作業車（リフト車），橋梁点検車等を使用する場合は別途運転経費を計上

すること。 

7．仮設費（点検用足場）は別途計上すること。 

8．定期点検面積及び点検日数は小数第 1位（小数第 2位を四捨五入）とする。 

9．深夜に点検を行う場合は，深夜割り増しを行うこと。なお，深夜割り増しは，「調

査・設計業務委託積算基準及び歩掛表」による。 



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第３節　橋梁定期点検業務委託積算基準（国・県）

内　　　　　　　　容 歩掛の見直し

改定前 改定後

3－6 機械経費標準歩掛 

定期点検において，高所作業車（リフト車）・橋梁点検車等を必要とする場合は，機械

運転経費を計上する。 

リフト車・橋梁点検車 運転        （1 日当り）

名 称 規 格 単位 数 量 備 考 

運転手 一般（又は特殊） 人 1 （注）1.による 

燃料費  L  
運転 1h 燃料消費量×Ｔ 

Ｔ：運転日当り運転時間 

機械損料  h Ｔ 
運転 1h 当り換算値（建設機械等損料算

定表（13）欄損料） 

諸雑費  式 1 端数処理：有効数字 4桁のまるめ 

計     

（注）1．運転手の職種については，リフト車規格「作業床高 10m 以上」及び橋梁点検車等のうち

「高所作業 10m以上」等の技能講習資格が必要な場合は特殊運転手，特別教育でよい場

合（橋梁点検車【歩廊式】は，ゴンドラの特別教育でよいものがある）場合は一般運転

手を計上する。なお，ゴンドラ又は歩廊で操作を行う点検員にも同様の資格が必要であ

るが，点検歩掛において単価，職種の変更はしない。 

2．機械損料は，機械の持ち込み，無償貸与又はリース等に応じて損料又は賃料を計上する。

3．作業時間の制約を受ける場合は，移動時間（Ｄｍ）を除く運転日数について 8ｈ/作業時

間の割り増しを行う。 

3－6 機械経費標準歩掛 

定期点検において，高所作業車（リフト車）・橋梁点検車等を必要とする場合は，機械

運転経費を計上する。 

リフト車・橋梁点検車 運転        （1 日当り）

名 称 規 格 単位 数 量 備 考 

運転手 一般（又は特殊） 人 1 （注）1.による 

燃料費  L  
運転 1h 燃料消費量×Ｔ 

Ｔ：運転日当り運転時間 

機械損料 

又は賃料 
 h Ｔ 

運転 1h 当り換算値（建設機械等損料算

定表（13）欄損料又は賃料） 

諸雑費  式 1 端数処理：有効数字 4 桁のまるめ 

計     

（注）1．運転手の職種については，リフト車規格「作業床高 10m以上」及び橋梁点検車等のうち

「高所作業 10m 以上」等の技能講習資格が必要な場合は特殊運転手，特別教育でよい場

合（橋梁点検車【歩廊式】は，ゴンドラの特別教育でよいものがある）場合は一般運転

手を計上する。なお，ゴンドラ又は歩廊で操作を行う点検員にも同様の資格が必要であ

るが，点検歩掛において単価，職種の変更はしない。 

2．機械損料又は賃料は，機械の持ち込み，無償貸与又はリース等に応じて損料又は賃料を

計上する。 

3．作業時間の制約を受ける場合は，移動時間（Ｄｍ）を除く運転日数について 8ｈ/作業時

間の割り増しを行う。 

3－7 安全費の積算 3－7 安全費の積算 

（安全費）＝（点検業務全体の直接人件費）×（安全費率） 

安全費率は表－1 を標準とする。 

 

表－1 安全費率 

 

 

 

（注）1．地域が複数となる場合は，地域毎の区間（距離）を重量とし，加重平均に 

より率を小数第 1位（小数第 2位を四捨五入）まで算出する。 

2．地域区分については，第 3 章 第 1節 測量業務積算基準 1－4－2 変化率の

積算 2．地域・地形区分 を参考とする。 

3．点検箇所が複数の場合で安全対策上必要となる経費の有無が混在する場合

でも適用できる。 

 
大市街地 市街地甲 

市街地乙 

都市近郊 
その他 

主として現道上 17.0％ 15.5% 12.5% 13.5% 

場所 

地域 

（安全費）＝（点検業務全体の直接人件費）×（安全費率） 

安全費率は表－1 を標準とする。 

 

表－1 安全費率 

 

 

 

（注）1．地域が複数となる場合は，地域毎の区間（距離：橋長）を重量とし，加重

平均に より率を小数第 1位（小数第 2位を四捨五入）まで算出する。 

2．地域区分については，第 3 章 第 1節 測量業務積算基準 1－4－2 変化率の

積算 2．地域・地形区分 を参考とする。 

3．点検箇所が複数の場合で安全対策上必要となる経費の有無が混在する場合

でも適用できる。 

 
大市街地 市街地甲 

市街地乙 

都市近郊 
その他 

主として現道上 17.0％ 15.5% 12.5% 13.5% 

場所 

地域 



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

改定後改定前

歩掛の見直し内　　　　　　　　容

第６章　調査計画業務　第５節　大型カルバート定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）工　　種　　名　　等

5－1 適用範囲 

この積算基準は，「シェッド，大型カルバート等点検要領（案）（最新版 愛知県建設局

道路維持課）」（以下，「点検要領」という）に基づき実施する大型カルバートの定期点検業

務に適用する。 

なお，本積算基準は，1巡目の大型カルバートの定期点検には適用しないものとし，1 巡

目の定期点検を行う大型カルバートについては，見積聴取とする。 

5－1 適用範囲 

この積算基準は，「シェッド，大型カルバート等点検要領（最新版 愛知県建設局道路維

持課）」（以下，「点検要領」という）に基づき実施する大型カルバートの定期点検業務に適

用する。 

なお，本積算基準は，1、2 巡目の大型カルバートの定期点検には適用しないものとし，

1、2巡目の定期点検を行う大型カルバートについては，見積聴取とする。 

5－4 直接人件費標準歩掛 

 

（1）計画準備 

1）業務計画書（定期点検計画を含む）作成 

（1 業務当り）  

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

業務計画書（定期点検計画を

含む）作成 
1.5 1.5  6.0 5.0 

（注）1．2巡目以降の定期点検業務に適用する。部材番号図の作成は含まない。 

2．既存の定期点検（部材番号図を含む）の記録等を活用して計画する。 

 

2）現地踏査 

（10 箇所当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

現地踏査 1.5  3.5 3.5 1.5 

（注）1．外業の移動時間を含む。なお，移動に必要な経費は「旅費交通費」で計上する

こと。 

2．既存の定期点検の記録等の情報を活用して実施する。 

 

3）関係機関協議資料の作成 

（10 機関当り）  

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

関係機関協議

資料の作成 

外業   3.0 3.0  

内業   4.0 2.5 1.5 

（注）1．外業の移動時間を含む。なお，移動に必要な経費は「旅費交通費」で計上する

こと。 

2．既存の定期点検時に実施した協議資料等を活用する。 

5－4 直接人件費標準歩掛 

 

（1）計画準備 

1）業務計画書（定期点検計画を含む）作成 

SWD3210（1業務当り）  

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

業務計画書（定期点検計画を

含む）作成 
1.5 1.5  6.0 5.0 

（注）1．3巡目以降の定期点検業務に適用する。部材番号図の作成は含まない。 

2．既存の定期点検（部材番号図を含む）の記録等を活用して計画する。 

 

2）現地踏査 

SWD3220（10 箇所当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

現地踏査 1.5  3.5 3.5 1.5 

（注）1．外業の移動時間を含む。なお，移動に必要な経費は「旅費交通費」で計上する

こと。 

2．既存の定期点検の記録等の情報を活用して実施する。 

 

3）関係機関協議資料の作成 

SWD3230（10 機関当り）  

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

関係機関協議

資料の作成 

外業   3.0 3.0  

内業   4.0 2.5 1.5 

（注）1．外業の移動時間を含む。なお，移動に必要な経費は「旅費交通費」で計上する

こと。 

2．既存の定期点検時に実施した協議資料等を活用する。 



改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第５節　大型カルバート定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 歩掛の見直し

（2）定期点検 

大型カルバートの延長に応じて，歩掛かりを下記のとおり区分する。 

 

1）延長 10m 程度（延長 5m 以上 15m 未満） 

SWD3240（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下    7.7 13.6 11.9 3.00 

10m を超え 15m 以下   10.7 18.7 16.3 2.14 

15m を超え 20m 以下   13.2 23.2 20.3 1.76 

20m を超え 25m 以下   15.6 26.6 24.2 1.54 

 
2）延長 20m 程度（延長 15m 以上 25m 未満） 

SWD3240（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下   10.6 18.3 15.9 2.14 

10m を超え 15m 以下   14.5 25.2 21.8 1.53 

15m を超え 20m 以下   17.9 31.2 27.1 1.26 

20m を超え 25m 以下   21.1 36.9 32.2 1.10 

 
3）延長 30m 程度（延長 25m 以上 35m 未満） 

SWD3240（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下   13.0 22.3 19.3 1.71 

10m を超え 15m 以下   17.8 30.7 26.5 1.22 

15m を超え 20m 以下   22.0 38.1 33.0 1.01 

20m を超え 25m 以下   24.8 44.9 39.1 0.88 

 

（2）定期点検 

大型カルバートの延長に応じて，歩掛かりを下記のとおり区分する。 

 

1）延長 10m 程度（延長 5m 以上 15m 未満） 

（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下    7.2 12.6 10.9 3.00 

10m を超え 15m 以下   10.2 17.7 15.3 2.14 

15m を超え 20m 以下   12.7 22.2 19.3 1.76 

20m を超え 25m 以下   15.1 26.6 23.2 1.54 

 
2）延長 20m 程度（延長 15m 以上 25m 未満） 

（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下    9.8 17.0 14.6 2.14 

10m を超え 15m 以下   13.7 23.9 20.5 1.53 

15m を超え 20m 以下   17.1 29.9 25.8 1.26 

20m を超え 25m 以下   20.3 35.6 30.9 1.10 

 
3）延長 30m 程度（延長 25m 以上 35m 未満） 

（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下   12.0 20.8 17.8 1.71 

10m を超え 15m 以下   16.8 29.2 25.0 1.22 

15m を超え 20m 以下   21.0 36.6 31.5 1.01 

20m を超え 25m 以下   24.8 43.4 37.6 0.88 

 



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第５節　大型カルバート定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 歩掛の見直し

改定前 改定後

4）延長 40m 程度（延長 35m 以上 45m 未満） 

（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下   13.8 24.0 20.5 1.49 

10m を超え 15m 以下   19.3 33.5 28.7 1.06 

15m を超え 20m 以下   24.2 42.1 36.2 0.88 

20m を超え 25m 以下   28.6 50.1 43.4 0.76 

 
5）延長 50m 程度（延長 45m 以上 55m 未満） 

（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下   15.9 27.6 23.6 1.30 

10m を超え 15m 以下   22.3 38.7 33.1 0.93 

15m を超え 20m 以下   27.8 48.4 41.7 0.76 

20m を超え 25m 以下   33.0 57.7 50.0 0.66 

（注）1．2巡目以降の定期点検業務に適用する。 

 2．「状態の把握（点検）及び診断」，「定期点検の結果の記録」を含む。 

3．高所作業車を使用する場合は別途「機械経費」を計上すること。 

4．仮設費（足場等近接手段）の必要がある場合は，別途「仮設費」を計上すること。

5．既存の定期点検及び健全性の診断結果の記録等を活用して実施する。 

6．施設間の移動時間，台帳補完のための現地計測を含む。 
 

（3）報告書作成 

（10箇所当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

報告書作成 1.3 1.3 2.7 2.7 4.0 

（注）1．2巡目以降の定期点検業務に適用する。 

   2．報告書及び電子データの納品を含む。 

4）延長 40m 程度（延長 35m 以上 45m 未満） 

SWD3240（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下   15.1 25.8 22.3 1.49 

10m を超え 15m 以下   20.6 35.3 30.5 1.06 

15m を超え 20m 以下   25.5 43.9 38.0 0.88 

20m を超え 25m 以下   29.9 51.9 45.2 0.76 

 
5）延長 50m 程度（延長 45m 以上 55m 未満） 

SWD3240（10 箇所当り）  

     

職種 

内空幅（m） 

直 接 人 件 費 1 日当りの 

点検数量 

（箇所） 主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

5m を超え 10m 以下   17.4 29.6 25.6 1.30 

10m を超え 15m 以下   23.8 40.7 35.1 0.93 

15m を超え 20m 以下   29.3 50.4 43.7 0.76 

20m を超え 25m 以下   34.5 59.7 52.0 0.66 

（注）1．3巡目以降の定期点検業務に適用する。 

 2．「状態の把握（点検）及び診断」，「定期点検の結果の記録」を含む。 

3．高所作業車を使用する場合は別途「機械経費」を計上すること。 

4．仮設費（足場等近接手段）の必要がある場合は，別途「仮設費」を計上すること。

5．既存の定期点検及び健全性の診断結果の記録等を活用して実施する。 

6．施設間の移動時間，台帳補完のための現地計測を含む。 
 

（3）報告書作成 

（10箇所当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

報告書作成 1.3 1.3 2.7 2.7 4.0 

（注）1．3巡目以降の定期点検業務に適用する。 

   2．報告書及び電子データの納品を含む。 



工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第５節　大型カルバート定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

内　　　　　　　　容 歩掛の見直し

改定前 改定後

（4）打合せ協議 

（1業務当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

業務着手時 0.5 0.5 0.5   

中間打合せ（2回） 1.0 1.0 1.0   

成果品納入時 0.5 0.5 0.5   

関係機関打合せ協議時(1機関) 0.5 0.5    

（注）1．中間打合せは 2回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。 

（4）打合せ協議 

SWD3260（1業務当り） 

区分        職種 
直 接 人 件 費 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 

業務着手時 0.5 0.5 0.5   

中間打合せ（2回） 1.0 1.0 1.0   

成果品納入時 0.5 0.5 0.5   

関係機関打合せ協議時(1機関) 0.5 0.5    

（注）1．中間打合せは 2回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。 



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第８節　立体横断施設（地下横断歩道）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第９節　アンダーパス（構造躯体）定期点検業務委託（３巡目）積算基準（県）



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後



内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後

積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）



積算基準及び歩掛表【調査・設計業務委託】

工　　種　　名　　等 第６章　調査計画業務　第１０節　道路トンネル定期点検業務委託積算基準（国）

内　　　　　　　　容 新規策定

改定前 改定後


